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手口の概要

被害に遭わないために

「高額のお金が受け取れる？」

それは詐欺！！
１ ＳＮＳ等に、『宝くじが当選した。』
『生前贈与がしたい。』等の連絡が届く。

２ 受け取るために、名前や住所、口座番号
等の入力を要求される。

３ 相手から、手数料等の様々な名目で
電子マネーカードの購入を要求される。

４ 電子マネーカードを購入し、記載された番号を教える。

５ 遅延金が発生した等の名目で再度電子マネーカードの
購入を要求される。

○ ＳＮＳやＳＭＳによる「お金を受け
取れる。」といううまい話は詐欺を疑
いましょう。

〇 迷ったら、家族や友人、警察へ相談し
ましょう。


